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◎
特
定
空
襲
等
被
害
者
に
対
す
る
一
時
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

別
表
第
一 

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
） 

備
考 

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る

法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

別
表
第
一 

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
） 

備
考 

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る

法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

法 
 

律 

事 
 

 
 

 
 

 
 

務 
 

 

法 
 

律 

事 
 

 
 

 
 

 
 

務 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

 
 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

特
定
空
襲
等
被
害

者
に
対
す
る
一
時

金
の
支
給
等
に
関

す
る
法
律
（
令
和

八
年
法
律
第 

 
 

 

号
） 

第
五
条
第
二
項
並
び
に
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
事
務 

 
 

〔
新
設
〕 

〔
新
設
〕 
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○
厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
三
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

目
次 第

一
章
・
第
二
章 
〔
略
〕 

第
三
章 

本
省
に
置
か
れ
る
職
及
び
機
関 

第
一
節 

〔
略
〕 

第
二
節 

審
議
会
等
（
第
六
条―
第
十
五
条
の
三
） 

第
三
節
～
第
五
節 

〔
略
〕 

第
四
章 

〔
略
〕 

附
則 

 

（
所
掌
事
務
） 

第
四
条 

厚
生
労
働
省
は
、
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た

め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一
～
百
一 

〔
略
〕 

百
一
の
二 

特
定
空
襲
等
被
害
者
に
対
す
る
一
時
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法

律
（
令
和
八
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
一
時
金
に
関
す

る
こ
と
。 

百
二
～
百
九 

〔
略
〕 

２
・
３ 

〔
略
〕 

 

目
次 第

一
章
・
第
二
章 

〔
略
〕 

第
三
章 

本
省
に
置
か
れ
る
職
及
び
機
関 

第
一
節 

〔
略
〕 

第
二
節 

審
議
会
等
（
第
六
条―

第
十
五
条
の
二
） 

第
三
節
～
第
五
節 

〔
略
〕 

第
四
章 

〔
略
〕 

附
則 

 

（
所
掌
事
務
） 

第
四
条 

厚
生
労
働
省
は
、
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た

め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一
～
百
一 

〔
略
〕 

〔
新
設
〕 

  
百
二
～
百
九 

〔
略
〕 

２
・
３ 
〔
略
〕 
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（
設
置
） 

第
六
条 

〔
略
〕 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
厚
生

労
働
省
に
置
か
れ
る
審
議
会
等
で
本
省
に
置
か
れ
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。 

〔
略
〕 

社
会
保
険
審
査
会 

特
定
空
襲
等
被
害
者
一
時
金
認
定
審
査
会 

〔
略
〕 

 

（
社
会
保
険
審
査
会
） 

第
十
五
条 

〔
略
〕 

 

（
特
定
空
襲
等
被
害
者
一
時
金
認
定
審
査
会
） 

第
十
五
条
の
二 

特
定
空
襲
等
被
害
者
一
時
金
認
定
審
査
会
に
つ
い
て
は
、
特

定
空
襲
等
被
害
者
に
対
す
る
一
時
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
こ
れ
に
基

づ
く
命
令
を
含
む
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
補
償
金
認
定
審
査
会
） 

第
十
五
条
の
三 

〔
略
〕 

（
設
置
） 

第
六
条 

〔
略
〕 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
厚
生

労
働
省
に
置
か
れ
る
審
議
会
等
で
本
省
に
置
か
れ
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。 

〔
略
〕 

社
会
保
険
審
査
会 

 

〔
略
〕 

 

（
社
会
保
険
審
査
会
） 

第
十
五
条 

〔
略
〕 

  

〔
新
設
〕 

   

（
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
補
償
金
認
定
審
査
会
） 

第
十
五
条
の
二 

〔
略
〕 

 
 

 
 



   

- 4 - 

○
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
四
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

附 

則 

（
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
補
償
金
支
払
基
金
） 

第
五
条
の
六 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

 

（
一
時
金
の
支
払
の
業
務
） 

第
五
条
の
七 

機
構
は
、
第
十
二
条
第
一
項
並
び
に
附
則
第
五
条
の
二
第
一
項

か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
業
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
次
の
業
務
を
行
う
。 

一 

国
の
委
託
を
受
け
て
、
特
定
空
襲
等
被
害
者
に
対
す
る
一
時
金
の
支
給

等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第 

 
 

号
。
次
号
及
び
次
条
第
一

項
に
お
い
て
「
特
定
空
襲
等
被
害
者
一
時
金
支
給
法
」
と
い
う
。
）
第
三

条
の
一
時
金
の
支
払
を
行
う
こ
と
。 

二 

国
の
委
託
を
受
け
て
、
特
定
空
襲
等
被
害
者
一
時
金
支
給
法
第
七
条
第

一
項
の
一
時
金
の
支
払
を
行
う
こ
と
。 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。 

２ 

機
構
は
、
前
項
の
業
務
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
経
理
と
区

分
し
、
特
別
の
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
業
務
は
、
第
三
十
二
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

附 

則 

（
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
補
償
金
支
払
基
金
） 

第
五
条
の
六 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

  

〔
新
設
〕 
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第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
と
み
な
す
。 

（
特
定
空
襲
等
被
害
者
一
時
金
支
払
基
金
） 

第
五
条
の
八 

機
構
は
、
前
条
第
一
項
の
業
務
に
要
す
る
費
用
（
そ
の
執
行
に

要
す
る
費
用
を
含
む
。
）
に
充
て
る
た
め
に
特
定
空
襲
等
被
害
者
一
時
金
支

払
基
金
（
次
項
に
お
い
て
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設
け
、
特
定
空
襲
等
被

害
者
一
時
金
支
給
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
充
て
る
も
の
と

さ
れ
る
金
額
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

機
構
は
、
前
条
第
一
項
の
業
務
を
廃
止
す
る
場
合
に
お
い
て
、
基
金
に
残

余
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

（
社
会
福
祉
・
医
療
事
業
団
法
の
廃
止
） 

第
六
条 

〔
略
〕 

  

〔
新
設
〕 

        

（
社
会
福
祉
・
医
療
事
業
団
法
の
廃
止
） 

第
六
条 

〔
略
〕 

 
 

 
  


